
船舶事故等調査報告書 

平成２２年１１月２５日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０神第１６６号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２２年５月２７日 ０９時３０分ごろ 

発生場所 阪神港尼崎西宮芦屋第２区の専用岸壁 兵庫県西宮市西宮浜西宮内防波堤

灯台から真方位０１０°１,９５０ｍ付近 

（概位 北緯３４°４３.２′ 東経１３５°２０.７′） 

事故等調査の経過  平成２２年８月１０日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

 事実情報 

 船種船名、総トン数 清
きよ

丸、１６０トン Ａ 押船 第三

 船舶番号、船舶所有者等    １３４７３９、岡本汽船株式会社、独立行政法人鉄道建設・運輸施

設整備支援機構 
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長さ１２９ｍ、幅３０ｍ、深さ６ｍ、岡本汽船株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、四級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 左舷船尾船底部に擦過傷 

 事故等の経過  Ａ船は、押船で船長ほか８人が乗り組み、鋼材約１００トンを積載した

Ｂ船を押しながら、阪神港尼崎西宮芦屋第２区の専用岸壁に着岸作業中、

平成２２年５月２７日０９時３０分ごろ、浅瀬に乗り揚げた。  

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風力 ３、視界 良好 

  海象：下げ潮の中央期  

分析 乗組員等の関与 あり 

船体・機関等の関与 なし 

気象・海象の関与 なし 

判明した事項の解析 Ａ船は、Ｂ船を押して阪神港尼崎西宮芦屋第２

区の専用岸壁に着岸作業中、行きあしの制御が適

切でなかったことから、Ｂ船が浅瀬に乗り揚げた

ものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が、Ｂ船を押して阪神港尼崎西宮芦屋第２区の専用岸壁

に着岸作業中、行きあしの制御が適切でなかったため、Ｂ船が浅瀬に乗り

揚げたことにより発生したものと考えられる。 

 

 




